
に電話または二次元コードで　こども
相談課　J（32）6369

創業×事業引継ぎセミナー

A12月13日㈮　14時～15時30分
B苫小牧経済センター6F大ホール
C市内の中小企業、創業
希望者
F30人　申し込み順　
HI二次元コードで　苫小牧商工会議
所　J（61）1130　
 担当課 商業振興課
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朋
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先生のアイヌ民族
伝統楽器ムックリ講習会

A12月21日㈯　10時～12時
B生活館
F15人　抽選
HI12月2日㈪～6日㈮に電話で　総
合福祉課　J（32）6354　生活館　J
（72）4297

SDGsイベント　
新春！ゼロカーボンまつり

A令和7年1月7日㈫  10時～15時
Cイオンモール苫小牧　セントラルコ
ート
Dゼロカーボンについて
楽しく学べるイベント。事
前参加申込で福袋プレゼ
ント！
HI12月26日㈭までに電話、Eメー
ルまたは二次元コードで　Eメール＝
名前、電話番号、参加予定時間を入
力　協働・男女平等参画室　J（32）
6156　Mkyodosankaku＠ city.
tomakomai.hokkaido.jp （注意）はまなす町、汐見町の夜間の使用は、騒音などにより近隣住民の迷惑となるため、禁止します。
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市道の除雪 @I道路管理事務所 @J（73）5000

降り始めから、10cm以上の降雪が予想され交
通障害が発生する恐れがあるときや、吹きだま
りやわだちなどで交通に支障が出ているときに、
除雪の判断を行います。雪の深さが10cmを超
えていても踏み固まっているときや、気温が上
がってすぐに解けそうなときは除雪を見合わせ
ます

除雪の判断基準は？

歩道用の除雪車が、作業を行うのに必要な幅を
考えると、除雪が行えるのは1.5m以上の歩道
に限られており、通学路であっても幅の狭い歩
道は除雪を行っておりません。ただし、学校の
周りの一部については1.5m未満でも人力によ
り行っています

通学路の歩道は除雪してくれないの？

●道路へ雪を出さないでください●路上に物を
置かないでください●路上駐車をしないでくだ
さい●除雪後に残った雪の処理（間口処理）をお
願いします●除雪中は危険ですので除雪車に近
づかないでください

守ってほしい除雪のルール

79事業者、機械約226台を使用し、市内を11
ブロックに分けて作業を行っています

除雪体制は？

「除雪」とは、雪を道路脇へかき分けて通行でき
るようにすることです。一方、道路の雪山を雪
捨て場などへ運ぶ「排雪」は原則として行ってお
りませんが、雪山が高くなった交差点などにつ
いては、交通安全対策上、排雪を行っています

除雪って雪を持っていくことでしょ？

路面凍結によるスリップ事故や交通渋滞などを
防止するために、カーブや坂道など危険な場所
に凍結防止剤を散布しています。また、滑り止
め用の砂を詰めた袋が入っている砂箱として、
市内に「車道砂箱」は35カ所、「歩道砂箱」は105
カ所設置しておりますので必要に応じて砂まき
のご協力をお願いします。砂箱の設置場所は、
市HPをご覧ください

つるつる道路なんとかならない？

市HPで、市道の除雪作業情報と除雪進捗状況
（走行軌跡）を確認することができます
●除雪作業情報＝町別・路線別
除雪実施状況の掲載
●除雪進捗状況図＝除雪車両の
走行軌跡を地図上で表示します

除雪に関する情報

除雪をしない路線のお知らせ
路線名 除雪をしない区間

小糸魚道線
（宮の森町先）

宮の森町2丁目北の道南バ
ス回転場所以北（終点まで）

小糸魚川道線
（はまなす町先）

字糸井381番地ペット霊園
以北（終点まで）

有珠の沢道線 道央自動車道以北（終点まで）

豊川糸井線 道央自動車道以北（終点ま
で）通年通行止め

夕振沢1号道線
（STV送信所先）終点まで

新夕振沢2号道線
（ニドムゴルフ場先）終点まで

植苗北1号道線 美沢1号線のT字から突き
当たりまで

美沢2号線 終点まで
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